
第２章 自然再生の区域 

自然再生の対象となる区域は、主として、豊富町地内の国立公園である上サロベツ湿原とします。

ただし自然再生に資する事業は、上サロベツ湿原区域にとどまらず、上サロベツ湿原区域の自然環境

に直接的に影響を及ぼすことが考えられる範囲で実施できます。  
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